
　土地区画整理事業とは、一定の施行地区を対象に道路、公園等の都市基盤施設の整備・改善と宅地利

用の増進を一体的に進めることにより、健全な市街地の形成を図る事業です。本市では、既成市街地から

新市街地に至る本市の各地域における市街地の整備に大きな実績を上げてきました。

ア．既成市街地における土地区画整理事業
　松本市の既成市街地における土地区画整理事

業には、松本駅周辺地区（昭和 42 年度～平成 4

年度施行）と中央西地区（昭和 60 年度～平成 14

年度施行）の２地区 ( 合わせて 33.3 ヘクタール )

があります。

　両地区は、松本駅お城口（東口）に面する本市

の中心商店街の核として、土地区画整理事業によ

り近代的な街並みへと生まれ変わりました。

イ．新市街地における土地区画整理事業
　新市街地における土地区画整理事業は、昭和 59 年の定期線引きを契機として、市街化区域編入後の

新市街地の計画的整備に大きな役割を果たしてきました。平成 28 年度末では、41 地区 275.6 ヘクター

ルの組合施行による土地区画整理事業が完了しています。
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